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ベトナム国家銀行（SBV）は、2019 年 11 月 22 日、支払仲介サービスに関する通達第 39/2014/TT-NHNN

（「39号通達」）を修正する通達第 23/2019/TT-NHNN号（「23号通達」）を公布し、23号通達は 2020年

1月 7日から施行されている。以下では、23号通達のうち、電子財布に関する主要な点を紹介する。 

 

1. 電子財布の入金方法 

23 号通達は、39 号通達で規定された電子財布の入金方法について、以下の 2 つの方法を新たに規定し

た。 

(i) 銀行に開設される口座又はデビットカードによる送金。 

(ii) 同一の電子財布サービス提供者が提供する他の電子財布からの金銭の受領1。 

 

2. 電子財布を経由した取引限度額 

39 号通達は、電子財布を経由した取引限度額を設定していない。23 号通達は、個人が保有する電子財

布を経由した取引限度額を、原則として 1億ベトナムドン／月に設定したが、法人が保有する電子財布

を経由した取引限度額は、39号通達と同様に、設定されていない2。  

 

3. 電子財布利用者の情報確認 

23 号通達は、電子財布利用者の情報提供に関する義務を補足した。すなわち、電子財布利用者は、電

子財布サービス提供者に対し、情報を完全かつ正確に提供および更新するとともに、これらの情報の

真実性に対して責任を負う、と規定した。また、23 号通達の施行日から６か月が経過した後、電子財

布サービス提供者はこれらの情報を十分に提供しなかった電子財布利用者に対するサービスの提供を

停止しなければならない、と規定した3。 

 

さらに、23 号通達では、電子財布利用者が電子財布を経由したマネーロンダリング、テロ資金供与、

詐欺その他の法令違反行為、電子財布を有料または無料で貸し借りすること、および電子財布の情報

を売買することを禁止することが新たに規定された。 

 

4. SBVの監視手段の提供 

                                                      
1 23号通達第 1条 3項 
2 23号通達第 1条 3項 
3 23号通達第 1条 3項、第 2条 1項 
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23 号通達は、SBV の監視手段として、電子財布サービス提供者がＳＢＶに対し、以下の手段を提供す

る義務を詳細に規定した。すなわち、SBVは以下の監視を行うことができる。 

- すべての顧客が保有する電子財布の総数および電子財布の合計残高の監視 

- 電子財布サービスの支払いを確保するための、合計残高および口座情報の監視 

- 月次報告のデータの提供による監視4。 

 

電子財布サービス提供者は、23号通達の施行日から 3か月以内に、上記の手段を構築し、完成させな

ければならない。 

 

  

                                                      
4 23号通達第 1条 3項 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小林亮 Ryo Kobayashi／Nguyen Thi Hong Phuc／Le Thi Bich Tram 

Tel: +84-(0)28-6299-0666 

Email: hochiminh@tmi.gr.jp  

[ ハノイオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小幡葉子 Yoko Obata／Le Phuong Lan／Nguyen Le Tram／Nguyen Thu Huyen 

Tel: +84-(0)24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp 
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